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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成30年3月15日(2018.3.15)

【公開番号】特開2017-68981(P2017-68981A)
【公開日】平成29年4月6日(2017.4.6)
【年通号数】公開・登録公報2017-014
【出願番号】特願2015-191758(P2015-191758)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｒ  13/6594   (2011.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｒ   13/6594   　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年2月2日(2018.2.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
【図１】本発明の実施の形態によるコネクタを示す斜視図である。相手側コネクタの一部
，回路基板の一部およびネジを破線で描画している。
【図２】図１のコネクタを示す別の斜視図である。
【図３】図１のコネクタを示す分解斜視図である。
【図４】図１のコネクタを示す底面図である。コネクタのハウジングの圧入溝の近傍（破
線で囲んだ部分）を拡大して描画している。
【図５】図１のコネクタを示す背面図である。
【図６】図１のコネクタを示す正面図である。ネジのヘッドの輪郭を破線で描画している
。
【図７】図６のコネクタをＶＩＩ－ＶＩＩ線に沿って示す断面図である。
【図８】図７のコネクタの一部（破線Ａで囲んだ部分）を示す断面図である。
【図９】図６のコネクタをＩＸ－ＩＸ線に沿って示す断面図である。
【図１０】図３のコネクタのハウジングを示す斜視図である。
【図１１】図１０のハウジングを示す別の斜視図である。
【図１２】図１０のハウジングを示す底面図である。圧入溝の近傍（破線で囲んだ部分）
を拡大して描画しており、コネクタのシェルの筒状部の輪郭を１点鎖線で描画している。
【図１３】図１０のハウジングを示す背面図である。受容部の近傍（破線で囲んだ部分）
を拡大して描画している。
【図１４】図１０のハウジングを示す正面図である。
【図１５】図３のコネクタの内部構造体を示す斜視図である。
【図１６】図１５の内部構造体を示す側面図である。
【図１７】図３のコネクタのシェルを示す斜視図である。被溶着部の輪郭を破線で描画し
ている。
【図１８】図１７のシェルを示す別の斜視図である。
【図１９】図１７のシェルの一部を示す斜視図である。
【図２０】図１７のシェルを示す背面図である。シェルをハウジングに取り付けた際のハ
ウジングの受容部の輪郭を破線で描画している。
【図２１】図２０のシェルの一部（１点鎖線Ｂで囲んだ部分）を示す背面図である。シェ
ルをハウジングに取り付けた際のハウジングの受容部の輪郭、及び、シェルの止め部を折



(2) JP 2017-68981 A5 2018.3.15

り曲げた際の輪郭を破線で描画している。
【図２２】図３のコネクタの付加部材を示す斜視図である。
【図２３】図２２の付加部材を示す別の斜視図である。
【図２４】特許文献１のコネクタを示す斜視図である。コネクタのハウジング及びシール
ド部材を破線内に描画している。
【図２５】図２４のシールド部材を示す分解斜視図である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　図１０乃至図１２及び図１４を参照すると、凹部２２０の夫々は、突当面２１２から後
方（－Ｘ方向）に向かって凹んでいる。凹部２２０は、Ｙ方向において基部２１０の中間
部に設けられている。詳しくは、凹部２２０は、本体部２５０の上下（＋Ｚ側及び－Ｚ側
）に夫々位置している。換言すれば、本体部２５０は、Ｚ方向において２つの凹部２２０
の間に位置している。凹部２２０の夫々は、規制面２２２を有している。規制面２２２は
、ＹＺ平面と平行に延びる平面であり、突当面２１２よりも後方に位置している。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　図４及び図８を参照すると、取付状態において、シェル４０の被規制部４２０は、凹部
２２０の内部に位置している。詳しくは、本実施の形態において、被規制部４２０は、凹
部２２０の規制面２２２から前方に離れている。但し、被規制部４２０は、規制面２２２
と接触していてもよい。本実施の形態によれば、取付状態において被規制部４２０を受容
する凹部２２０を設けたため、製造時の公差等に起因する被規制部４２０のＸ方向におけ
る位置ずれが許容される。これにより、後縁４５４（図１２参照）と突当面２１２とが確
実に突き当たる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　図４を参照すると、付加部材５０がハウジング２０に固定されたとき、被圧入部５８０
の夫々は、ハウジング２０の対応する圧入溝２３０に圧入されている。図４、図７及び図
８を参照すると、このとき、付加部材５０の規制部５３２は、シェル４０の被規制部４２
０を前方から覆っている。換言すれば、被規制部４２０は、Ｘ方向において、規制部５３
２と、ハウジング２０の基部２１０との間に位置しており、Ｘ方向における移動が規制さ
れている。本実施の形態において、被規制部４２０は、規制部５３２から後方に離れてい
る。但し、被規制部４２０は、規制部５３２と接触していてもよい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６６】
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　図６を参照すると、付加部材５０の夫々がシェル４０に溶着されたとき、コネクタ１０
が完全に組み立てられている。組み立てられたコネクタ１０において、シェル４０及び付
加部材５０は、互いに固定されている。詳しくは、付加部材５０の接続部５６０は、シェ
ル４０の対応する被接続部４６０に溶着され固定されている。特に、Ｚ方向と直交する平
板状の接続部５６０が、Ｚ方向と直交する平面状の被接続部４６０に固定されている。更
に、Ｚ方向において本体部２５０を挟んで互いに反対側に位置する２つの接続部５６０が
、２つの被接続部４６０に夫々固定されている。
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